
（ 無 縁 墳 墓 用） 

改 葬 許 可 申 請 書 
令和  年  月  日 

高知市長 様 

            〒 

申請者 住 所                            

ﾌﾘ ｶﾞﾅ 
氏  名             電話   ―         

墓
地
等
の
管
理
者 

下記の埋葬（埋蔵・収蔵）の事実を証明します。     令和  年  月  日 

住 所  

氏 名                     印 

下記のとおり改葬許可を受けたく墓地，埋葬等に関する法律第５条第１項により 
申請します。 

死 亡 者 の 氏 名 （性別）     外   名（別紙） 

死 亡 者 の 本 籍  

死 亡 者 の 住 所  

死 亡 年 月 日 年     月     日 

埋葬または火葬の場所  

埋葬または火葬の年月日 年     月     日 

改 葬 の 理 由 墓地移転 ・ その他（             ） 

 
改 葬 の 場 所 

 
 

（墓地経営許可指令番号）                        

死亡者との続柄 

申請者と 

墓地の使用者との関係 

（死亡者との続柄）        無 縁                                 

（現在納骨されている墓地の使用者との関係） 

本人・その他（                             ）           

 

◎以下の欄は記入しないで下さい。 

（埋葬場所）市有墓地⇒システム入力 (未・済) 

返還届（有・無） 

 

(特記事項) 
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［許可証交付］令和  年  月  日 （氏名）                  受領印 郵送 
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ﾌﾘ ｶﾞﾅ 
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地
等
の
管
理
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下記の埋葬（埋蔵・収蔵）の事実を証明します。     令和  年  月  日 

住 所  
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下記のとおり改葬許可を受けたく墓地，埋葬等に関する法律第５条第１項により 
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死 亡 者 の 氏 名 （性別）     外   名（別紙） 

死 亡 者 の 本 籍  

死 亡 者 の 住 所  

死 亡 年 月 日 年     月     日 
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埋葬または火葬の年月日 年     月     日 

改 葬 の 理 由 墓地移転 ・ その他（             ） 

 
改 葬 の 場 所 
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死亡者との続柄 

申請者と 

墓地の使用者との関係 
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（現在納骨されている墓地の使用者との関係） 

本人・その他（                             ）           

 

◎以下の欄は記入しないで下さい。 

（埋葬場所）市有墓地⇒システム入力 (未・済) 

返還届（有・無） 

 

(特記事項) 

 

 

 ［文書登録№：高知市指令  重環保第   -    号］ 

［許可証交付］令和  年  月  日 （氏名）                  受領印 郵送

※無縁墳墓からの改葬については必ず事前にご相談のうえ，市から案
内を受けた後に本申請書を作成ください。 

※複数体の場合は，申請者と続柄が一番近い方を記入し，二人目以降は別紙に記入ください。 

※死亡者の本籍，住所，死亡年月日，埋葬年月日
はわかる範囲で記入してください。 
分からない場合は「不明」又は「不詳」と記入
してください。（別紙も同様です。） 

※現在の墓地の場所，霊園名を記入してください。 

※納骨日をわかる範囲で記入してください。 

※改葬先墓地の所在地，霊園等の名称を記入ください。 

※改葬許可申請は，土地所有者から申請してください。土地
所有者以外が改葬申請を行う場合は，土地所有者の同意書
（実印押印，印鑑証明書添付）が必要です。また，土地所
有者から委託を受けて改葬申請を行う場合は委託関係を証
明するもの（契約書の写し等）が必要です。 


